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医療需要の推計方法

１ 医療需要の推計の考え方について 

（１）高度急性期機能、急性期機能、回復期機能の医療需要 

平成 25 年度のレセプトデータ等に基づき、2 次医療圏単位で機能区分別に、1 日当たりの性・年

齢階級別入院患者数を推計する。 

各機能については、一般病床の患者に対して行われた診療行為を診療報酬の出来高点数で換算し

た値（以下「医療資源投入量」という。）により区分する。 

将来の医療需要については、平成 25 年度の入院患者数を基にした病床の機能区分ごとの入院受療

率を算定し、各構想区域の将来における性・年齢階級別人口を乗じて推計する。 

○ 高度急性期機能 … 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い

医療を提供する機能 

    高度急性期機能で対応する患者数とし、高度急性期機能と急性期機能とを区分する境界点  

（Ｃ１）を 3,000 点として推計を行うこととする。 

○ 急性期機能 … 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて医療を提供する機能 

    入院から医療資源投入量が落ち着く段階までの患者数を高度急性期機能及び急性期機能で対応

する患者数とし、急性期機能と回復期機能とを区分する境界点（Ｃ２）を 600 点として推計を行

うこととする。 

○ 回復期機能 … ・急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを

提供する機能 

・特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頸部骨折等の患者に対し、Ａ

ＤＬ（日常生活における基本的な動作を行う能力）の向上や在宅復帰を目

的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能（回復期リハビリ 

テーション機能） 

    在宅等においても実施できる医療やリハビリテーションに相当する医療資源投入量として見込

まれる 225 点を境界点（Ｃ３）とした上で、在宅復帰に向けた調整を要する幅を更に見込み 175

点で区分して推計するとともに、回復期リハビリテーション病棟入院料を算定した患者数（一般

病床だけでなく療養病床の患者も含む。）を加えた数を、回復期機能で対応する患者数とする。 

＜病床の機能別分類の境界点の考え方＞

出典：地域医療構想策定ガイドライン 

（２）慢性期機能と在宅医療等の医療需要 

    慢性期機能を主に担っている療養病床は、診療報酬が包括算定であり、一般病床のように医療

行為を出来高点数で換算した値に基づく分析を行うことは困難であることから、高度急性期機能、

急性期機能、回復期機能と異なった考え方により、次により医療需要を推計する。 

    また、療養病床以外で対応可能な患者は、在宅医療等での対応を促進していく。 

① 一般病床の障害者数・難病患者数（障害者施設等入院基本料、特殊疾患病棟入院基本料

及び特殊疾患入院医療管理料を算定している患者数）については、慢性期機能の医療需要

として推計する。 

② 療養病床の入院患者数のうち、医療区分１の患者数の 70％を在宅医療等で対応する患者

数として推計する。また、その他の入院患者数については、入院受療率の地域差を解消し

ていくことで、将来時点の慢性期機能及び在宅医療等の医療需要としてそれぞれを推計す

る。 

③ 一般病床の入院患者数（回復期リハビリテーション病棟入院料を算定した患者数を除く。）

のうち医療資源投入量が 175 点未満の患者数については、在宅医療等で対応する患者数の

医療需要として推計する。 
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④ 平成 25 年に在宅患者訪問診療料を算定している患者数の性・年齢階級別の割合を算出

し、これに当該構想区域の平成 37 年における性・年齢階級別人口を乗じて総和すること

によって、在宅医療等の医療需要として推計する。 

⑤ 平成 25 年の介護老人保健施設の施設サービス需給者数の性・年齢階級別の割合を算出

し、これに当該構想区域の平成 37 年における性・年齢階級別人口を乗じて総和すること

によって、在宅医療等の医療需要として推計する。 

＜慢性期機能及び在宅医療等の医療需要のイメージ＞

出典：地域医療構想策定ガイドライン 

○ 慢性期機能 … ・長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能 

・長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む）、難病

患者等を入院させる機能 

医療資源投入量を用いず、慢性期機能の中に在宅医療等で対応することが可能と考えられる患

者数を一定数見込むという前提に立った上で、療養病床の入院受療率の地域差を縮小するよう地

が一定の幅の中で目標を設定することで、これに相当する分の患者数を推計することとする。 

［療養病床の入院受療率における地域差の解消について（パターンＡ・Ｂ）］ 

  入院受療率の地域差を解消するための目標については、都道府県は、原則として構想区域ごと

に以下のＡからＢの範囲内で定めることとする。 

Ａ 全ての構想区域の入院受療率を全国最小値（県単位で比較した場合の値。（以下「県単位」と

いう。））にまで低下させる。 

Ｂ 構想区域ごとに入院受療率と全国最小値（県単位）との差を一定割合解消させることとする

が、その割合については全国最大値（県単位）が全国中央値（県単位）にまで低下する割合を

一律に用いる。 

［入院受療率の目標に関する特例について］ 

  介護施設や高齢者住宅を含めた在宅医療等での対応が着実に進められるよう、以下の要件に該当す

る構想区域については、入院受療率の目標の達成年次を平成 37 年から平成 42 年とすることができる。  

【要件】 

① Ｂにより入院受療率の目標を定めた場合における当該構想区域の慢性期病床の減少率が全国

中央値よりも大きいかつ 

② 当該構想区域の高齢者単身世帯割合が全国平均よりも大きい 

＜入院受療率の地域差解消のイメージ＞

○ 在宅医療等 … 居宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人  

ホーム、介護老人保健施設、その他医療を受ける者が療養生活を営むことが

できる場所であって、現在の病院・診療所以外の場所において提供される医

療 
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本県では「東三河北部医療圏」が該当 


